
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書の訂正報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成28年７月29日

【四半期会計期間】 第34期第３四半期（自平成27年10月１日　至平成27年12月31日）

【会社名】 株式会社シーエスロジネット

【英訳名】 CS LOGINET INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　高木　敏明

【本店の所在の場所】 名古屋市中川区舟戸町２番37号

【電話番号】 （０５２）３５４－７７８８（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長　　乙守　俊秀

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中川区舟戸町２番37号

【電話番号】 （０５２）３５４－７７９７

【事務連絡者氏名】 取締役社長室長　　乙守　俊秀

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社シーエスロジネット(E02939)

訂正四半期報告書

 1/23



１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
１．訂正の経緯

 当社の第34期（平成28年３月期）の決算処理を行う過程において、過年度における売上原価及び買掛金の計上並び

に投資有価証券の評価のそれぞれについて一部誤りがあることが判明しました。そのため、当社顧問弁護士及び取締役監

査等委員で構成される社内調査委員会を設置し、事実関係及び原因解明のための調査を実施した結果、当社取締役会に対

して、平成28年７月29日に調査報告書が提出されました。

同委員会による調査報告書では、以下の不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。

 

(1) 売上原価及び買掛金の計上

当社の買掛金を算定するシステムの設定及び人的なミスの積み重ね等の原因により、第34期（平成28年３月期）

第１四半期から第３四半期までに売上原価及び買掛金が59,891千円過小計上となっていることが判明しました。

第33期（平成27年３月期）以前においては、第32期（平成26年３月期）に子会社の吸収合併に伴い買掛金の違算

を引き継いだことにより買掛金の87,411千円過大計上、及び第33期（平成27年３月期）に当該買掛金の一部取崩し

を実施したことに伴い売上原価及び買掛金が18,490千円過小計上となっていることが判明しました。

また、上記の他に第28期（平成22年３月期）から第33期（平成27年３月期）にかけて、売上原価及び買掛金が①

買掛金を算定するシステムの設定誤りにより25,084千円過小計上、②洋盤レンタル使用料の計上漏れにより17,832

千円過小計上、③日本レコード協会請求データとの差異により2,640千円過大計上及び④上記以外の会計システム計

上時の人的ミスにより100千円過大計上となっていることが判明しました。

なお、第28期（平成22年３月期）12月以前について日本レコード協会請求データが入手できなかったものの、上

記①～④をも考慮した後の第34期（平成28年３期）年度末の日本レコード協会に対する買掛金の帳簿残高と、日本

レコード協会からの請求データから推定した実際有高との比較結果より、第28期（平成22年３月期）12月以前の過

大計上分は84,056千円に上ると推測されることが判明しました。

 

(2)　 投資有価証券の過大計上

第24期（平成18年３月期）より保有している投資有価証券（米国に設立された非上場会社１銘柄）107,940千円の

評価額の算定方法に齟齬があり、第27期（平成21年３月期）に68,509千円、第28期（平成22年３月期）に19,688千円

及び第29期（平成23年３月期）に12,284千円の投資有価証券評価損を計上する必要があったことが判明しました。

 

これらの決算訂正により、当社が平成28年２月15日に提出いたしました第34期第３四半期（自平成27年10月１日　

至平成27年12月31日）に係る四半期報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７

第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、監査法人アヴァンティアにより四半期レビューを受けており、そ

の四半期レビュー報告書を添付しております。
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２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

２　事業の内容

第２　事業の状況

１　事業等のリスク

２　経営上の重要な契約等

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第３　提出会社の状況

１　株式等の状況

(1）株式の総数等

(2）新株予約権等の状況

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(4）ライツプランの内容

(5）発行済株式総数、資本金等の推移

(6）大株主の状況

(7）議決権の状況

２　役員の状況

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

四半期連結包括利益計算書

２　その他

第二部　提出会社の保証会社等の情報

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、

訂正後のみを記載しております。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期

第３四半期連結
累計期間

第34期
第３四半期連結

累計期間
第33期

会計期間

自平成26年
４月１日
至平成26年
12月31日

自平成27年
４月１日
至平成27年
12月31日

自平成26年
４月１日
至平成27年
３月31日

売上高 （千円） 8,157,779 8,125,247 10,735,675

経常利益 （千円） 177,943 14,800 181,356

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する当期

純損失（△）

（千円） 101,641 △12,692 △337,127

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 95,800 △14,959 △350,265

純資産額 （千円） 3,741,378 3,248,919 3,295,312

総資産額 （千円） 6,600,359 7,869,690 6,501,696

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） 21.46 △2.68 △71.16

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.7 41.1 50.7

 

回次
第33期

第３四半期連結
会計期間

第34期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

 自平成26年
 10月１日
 至平成26年
 12月31日

 自平成27年
 10月１日
 至平成27年
 12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） 15.60 13.57

（注）１.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２.売上高には、消費税等は含まれておりません。

３.潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第33期第３四半期連結累計期間につ

いては潜在株式が存在しないため、第33期及び第34期第３四半期連結累計期間については、１株当た

り当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期

連結累計期間より、「四半期純利益又は四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としております。
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２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、株式会社ＣＳＭＥの子会社化に

よりデジタルコンシューマー事業に進出しました。これに伴い、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分

を追加しております。詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に

記載のとおりであります。

なお、デジタルコンシューマー事業セグメントにおいて、平成27年12月１日付で、連結子会社であった株式会社Ｃ

ＳＭＥを当社が吸収合併したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

また、デジタルコンシューマー事業セグメントにおいて、シーエス大宇販売株式会社及びシーエス COWON 販売株

式会社の設立により、当第３四半期連結会計期間から新たに連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係

会社）が判断したものであります。

 

(1) カントリーリスク

当社グループでは、中国の協力工場にデジタル製品の製造を委託し、輸入しております。そのため、地域性に

基づく市場リスク、信用リスク、地政学的リスクによって当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(2) 為替リスク

「(1) カントリーリスク」に記載のとおり、当社グループは中国からデジタル製品を輸入しており、為替相場

の影響を受けます。そのため、為替相場の大幅な変動に基づいて、仕入価格・仕入数量に影響を及ぼす可能性が

あり、その結果、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(3) 原価上昇リスク

当社グループは、中国の協力工場にデジタル製品の製造を委託しており、仕入価格は間接的に、当該仕入国に

おける経済情勢による影響を受けております。そのため、現地における原材料費や人件費が大幅に上昇した場

合、仕入コスト・商品供給に影響を及ぼし、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会社）が

判断したものであります。

なお、第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等

を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策、日銀の金融緩和等により企業収益や雇用情

勢は改善傾向が続く中、個人消費市場は、中国経済を中心とした海外景気の下振れ懸念や原油安等による先行き不透

明感から節約志向が続くものの、一部に持ち直しが見られ、底堅い動きとなりました。

当社グループは、こうした事業環境の変化に対応すべく、次のような課題に取り組みました。

① 収益力の向上

事業構造の徹底した見直しで、売上総利益率の改善に努めるとともに、全社を挙げて業務効率化と経費削減に

よる収益力の向上に引き続き取り組みました。

② 事業領域の拡大

セントレードM.E.株式会社（東京都台東区、代表取締役：松嵜博之、非上場）が新設分割により設立した株式

会社ＣＳＭＥ（以下「ＣＳＭＥ」と言います。）の全株式を当社グループの事業領域の拡大を図ることを目的に

平成27年６月１日付で取得し、100％子会社としましたが、当社グループの経営資源の効率的運用、業務効率の

さらなる向上を目的として平成27年12月１日付で当社を存続会社としてＣＳＭＥを吸収合併いたしました。これ

に伴い、同社のDVD-R、CD-R等の記録メディア、「AVOX」ブランドの各種DVDプレーヤー、ヘッドフォン等の卸売

事業を「デジタルコンシューマー事業部」として継続することといたしました。

また、当社グループのデジタルコンシューマー事業の拡大と企業価値向上を目的として、当第３四半期連結会

計期間において、以下のとおり合弁会社を設立いたしました。

イ．シーエス大宇販売株式会社

・代表者　　代表取締役社長　丁　一賛(ジョン　イルチャン) ※１

・本店　　　東京都墨田区錦糸一丁目10番10号

・設立　　　平成27年12月21日

・事業内容　「Daewoo」「Klasse」ブランドの冷蔵庫、洗濯機、テレビ、電子レンジ等の家電製品の輸入販

売

・資本金　　5,000万円

・株主　　　株式会社シーエスロジネット（81.1％）、Dongbu Daewoo Electronics Co.,Ltd（18.9％）

ロ．シーエスCOWON販売株式会社

・代表者　　代表取締役社長　丁　一賛(ジョン　イルチャン) ※１

・本店　　　東京都墨田区錦糸一丁目10番10号

・設立　　　平成27年12月28日

・事業内容　「iAUDIO」「COWON」ブランドのデジタルオーディオプレーヤー、ヘッドフォン、ドライブレ

コーダー等のデジタル機器の輸入販売

・資本金　　1,000万円

・株主　　　株式会社シーエスロジネット（85.0％)、株式会社COWON SYSTEM（15.0％）

※１：丁　一賛氏は、当社の常務執行役員（ＬＥＤ事業部　統括部長）を兼務しております。

③ ＬＥＤ事業の本格化

当社の関連会社であるC&D Lightec株式会社において、面発光素材（特殊加工を施したアクリル板をＬＥＤに

より発光させ、看板・案内表示板等に使用する、いわゆる導光板、商品名「LumiSheet ルミシート」）の加工工

場を横浜市内に平成27年７月に新設しました。また、平成27年10月１日付で当社において「ＬＥＤ事業部」を創

設するとともに、外部よりＬＥＤ事業に関する専門家を招聘し、LumiSheetを軸とした各種ＬＥＤ製品の営業活

動を本格化いたしました。

④ ｈｐ(Hewlett-Packard)ブランドの光メディア製品の独占販売開始

パソコン、サーバ、プリンタ等ＩＴ機器の世界的なメーカーであるヒューレット・パッカード社のブランド

「ｈｐ」によるDVD-R、CD-R等の光メディア製品の日本国内における独占販売権を獲得し、当社親会社のテクタ

イト株式会社(東京都墨田区、代表取締役：松本能和、非上場）が総輸入元として契約し、当社がその日本国内

における総販売元となり営業を開始いたしました。

 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は8,125百万円（前年同四半期比0.4％減）、営業利

益は8百万円（前年同四半期比93.4%減）、経常利益は14百万円（前年同四半期比91.7%減）、親会社株主に帰属する

四半期純損失は12百万円（前年同四半期親会社株主に帰属する四半期純利益101百万円）となりました。
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セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項

（セグメント情報等）」に記載のとおり、ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得しており、第１四半期連結

会計期間より連結の範囲に含めたことに伴い、従来の卸売事業、小売事業に、デジタルコンシューマー事業を報告セ

グメントとして新たに追加しております。したがって、②デジタルコンシューマー事業については前年同四半期連結

累計期間との比較は行っておりません。なお、デジタルコンシューマー事業において、平成27年12月１日付で、連結

子会社であったＣＳＭＥを当社が吸収合併しております。

 

① 卸売事業

イ．音楽映像ソフト

音楽映像ソフト市場のうち、音楽ソフト市場は、平成27年１～12月期の一般社団法人日本レコード協会の発表

によるＣＤ生産実績は、ミスター・チルドレンの新作やドリームズ・カム・トゥルーのベスト等の発売により前

年比で邦楽が102％と上回ったものの、洋楽が76％となり、全体では98％と前年をわずかに下回り、映像ソフト市

場は、平成27年１～12月期の一般社団法人日本映像ソフト協会加盟の映像ソフトメーカーの発表による売上高

は、前年比でＤＶＤが90.4％、ブルーレイディスクが102.6％、全体では95.3％と減少しました。

このような中、当部門の売上高は、販売用ＤＶＤソフトの売上高は堅調に推移したものの、レンタル用ＣＤに

おいて株式会社ゲオとの取引がなくなったことから前期比42.4％減の3,306百万円となりました。

ロ．コンシューマーゲーム

当部門の売上高は、平成26年２月にソニー・コンピュータエンタテインメントから発売されたゲーム機「ＰＳ

４」の価格が平成27年10月１日から34,980円(税別)と5,000円引き下げられたことから、ＰＳ４のハード、ソフト

の売上高はともに増加したものの、ＰＳＶｉｔａ、ＰＳ３等が減少したことと、スマートフォン向けのゲームア

プリ市場拡大の影響等から、前期比10.7％減の768百万円となりました。

ハ．関連商品

当部門の売上高は、前期比50.3％減の192百万円となりました。

ニ．その他

当部門の売上高は、前期比44.0％減の267百万円となりました。

以上により、卸売事業全体の売上高は、前期比39.2％減の4,534百万円となりました。

② デジタルコンシューマー事業

当部門の売上高は、DVD-R、CD-R等の記録メディア製品、「AVOX」ブランドの各種DVDプレーヤー、ヘッドフォン

等の売上高で、2,844百万円となりました。

③ 小売事業

当部門の売上高は、インターネットを利用した通信販売を強化したことにより、前期比7.4％増の748百万円とな

りました。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

(4) 従業員数

株式会社ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得し、第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めたこと

により、デジタルコンシューマー事業を報告セグメントとして追加しております。そのため、デジタルコンシュー

マー事業の従業員数は、前連結会計年度末に比べ、36名増加しております。ただし、従業員数には、嘱託及び臨時従

業員を含んでおりません。

なお、デジタルコンシューマー事業において、平成27年12月１日付で、連結子会社であった株式会社ＣＳＭＥを当

社が吸収合併いたしました。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 21,030,000

計 21,030,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年２月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,257,950 5,257,950

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード)

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は1,000株であ

ります。

計 5,257,950 5,257,950 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年10月１日～

平成27年12月31日
－ 5,257,950 － 598,510 － 544,864

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は、第３四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成27年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式普通株式 520,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,729,000 4,729 同上

単元未満株式 普通株式 8,950 － 同上

発行済株式総数 5,257,950 － －

総株主の議決権 － 4,729 －

 

②【自己株式等】

平成27年12月31日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社シーエ

スロジネット

名古屋市中川区舟

戸町２番37号
520,000 － 520,000 9.89

計 － 520,000 － 520,000 9.89
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２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1）新任役員

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株

式数

(千株)

就任

年月日

取締役

(注1)
－ 坂本 朋博

昭和37年

12月17日

生

昭和62年４月：株式会社東京銀行（現、

株式会社三菱東京UFJ銀

行）入行

平成12年４月：公認会計士登録

平成19年９月：弁護士登録（第二東京弁

護士会所属）

平成24年５月：坂朋法律事務所開設（現

任）

平成25年６月：SBI AXES株式会社社外監

査役就任（現任）

平成26年12月：株式会社夢真ホールディ

ングス社外取締役就任

（現任）

平成27年11月：当社取締役（監査等委

員）就任（現任）

(注2) － (注1)

（注）１．平成27年10月31日に取締役（監査等委員）が一身上の都合により辞任し、当社監査等委員の法定員数を欠く

こととなったため、名古屋地方裁判所に一時役員の職務を行うべき者の選任の申立てを行ったところ、平成

27年11月27日付で、同裁判所より申立てを認める旨の決定通知を受け、同日をもって一時取締役（一時監査

等委員の職務を代行する者）として坂本朋博氏が就任しました。

　　　２．名古屋地方裁判所の決定に基づき一時取締役（一時監査等委員の職務を代行する者）の任期は、平成28年６

月開催予定の当社定時株主総会の終結までの期間において後任取締役（監査等委員）が選任されるまでの期

間となります。

 

(2）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役（監査等委員） － 正村 俊記 平成27年10月31日

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性８名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平

成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る四半期

連結財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,406,379 1,797,761

受取手形及び売掛金 1,110,226 1,647,429

有価証券 21,259 21,260

たな卸資産 1,909,865 1,679,578

繰延税金資産 48,000 48,000

その他 151,672 425,458

貸倒引当金 △6,932 △6,771

流動資産合計 4,640,471 5,612,717

固定資産   

有形固定資産   

土地 575,565 804,756

その他（純額） 105,940 115,485

有形固定資産合計 681,505 920,241

無形固定資産   

のれん - 145,145

その他 40,877 49,385

無形固定資産合計 40,877 194,530

投資その他の資産   

投資有価証券 399,555 410,838

繰延税金資産 25,583 24,034

敷金及び保証金 627,649 652,653

その他 98,399 67,664

貸倒引当金 △12,345 △12,991

投資その他の資産合計 1,138,842 1,142,200

固定資産合計 1,861,225 2,256,973

資産合計 6,501,696 7,869,690
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,489,008 1,481,454

短期借入金 - 960,000

1年内償還予定の社債 28,800 28,800

1年内返済予定の長期借入金 110,628 312,106

未払法人税等 48,090 51,677

賞与引当金 37,292 15,816

その他 159,711 510,451

流動負債合計 2,873,529 3,360,305

固定負債   

社債 56,000 27,200

長期借入金 143,080 1,074,930

退職給付に係る負債 - 21,892

その他 133,774 136,443

固定負債合計 332,854 1,260,466

負債合計 3,206,384 4,620,771

純資産の部   

株主資本   

資本金 598,510 598,510

資本剰余金 545,000 545,000

利益剰余金 2,491,530 2,431,464

自己株式 △142,300 △142,300

株主資本合計 3,492,741 3,432,674

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,399 46,981

土地再評価差額金 △241,827 △241,827

その他の包括利益累計額合計 △197,428 △194,846

非支配株主持分 - 11,090

純資産合計 3,295,312 3,248,919

負債純資産合計 6,501,696 7,869,690
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

売上高 8,157,779 8,125,247

売上原価 7,023,174 6,982,325

売上総利益 1,134,604 1,142,922

販売費及び一般管理費 1,006,868 1,134,423

営業利益 127,735 8,498

営業外収益   

受取利息 2,263 2,780

有価証券売却益 25,137 －

為替差益 17,205 9,243

受取賃貸料 6,866 7,700

仕入割引 － 8,586

その他 5,827 4,609

営業外収益合計 57,300 32,919

営業外費用   

支払利息 4,000 16,748

持分法による投資損失 1,917 8,005

その他 1,175 1,863

営業外費用合計 7,093 26,617

経常利益 177,943 14,800

特別利益   

固定資産売却益 4,387 13

投資有価証券売却益 8,424 －

投資有価証券償還益 － 8,865

保険解約返戻金 － 468

特別利益合計 12,811 9,347

特別損失   

固定資産除却損 1,933 229

特別退職金 20,867 25,954

その他 16,038 －

特別損失合計 38,839 26,183

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失(△)
151,915 △2,035

法人税等 50,274 10,516

四半期純利益又は四半期純損失(△) 101,641 △12,552

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 140

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失(△)
101,641 △12,692

 

EDINET提出書類

株式会社シーエスロジネット(E02939)

訂正四半期報告書

15/23



【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失(△) 101,641 △12,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5,840 △2,406

その他の包括利益合計 △5,840 △2,406

四半期包括利益 95,800 △14,959

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 95,800 △15,099

非支配株主に係る四半期包括利益 － 140
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

当社は、株式会社ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得しており、第１四半期連結会計期間より連結の

範囲に含めております。なお、同社の四半期決算日である５月31日をみなし取得日とし、第１四半期連結決算日と

の差異は３ヶ月を超えないため、第１四半期連結会計期間では貸借対照表のみを連結し、第２四半期連結会計期間

から同社の四半期決算日を基準とした四半期損益計算書を連結しております。

なお、平成27年12月１日付で、連結子会社となった上記株式会社ＣＳＭＥを当社が吸収合併したため、当第３四

半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。

また、当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したシーエス大宇販売株式会社及びシーエスCOWON販売株式

会社を連結の範囲に含めております。

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社

の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用とし

て計上する方法に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分

から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累

計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ17,734

千円減少しております。

 

（税金費用の計算方法の変更）

従来、当社グループの税金費用については、原則的な方法により計算しておりましたが、当社グループの四半

期決算業務の一層の効率化を図るため、第１四半期連結会計期間より、税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法に変更してお

ります。

なお、この変更による影響は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く場合には、法定実効税率を使用する方法に

よっております。

 

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より連結の範囲に含めた子会社（株式会社ＣＳＭＥ）において、退職金規程に基づく退

職一時金制度を採用しており、簡便法により退職給付に係る負債を計上しております。当第３四半期連結会計期間

末における計上額は21,892千円であります。

なお、上記連結子会社の株式会社ＣＳＭＥを当社が吸収合併したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範

囲から除外しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

減価償却費 26,849千円 21,479千円

のれん償却額 － 19,170

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年12月31日）

１．配当金支払額

平成27年６月26日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議しており

ます。

①　配当金の総額　…………　47,373千円

②　１株当たり配当額　……　10円

③　基準日　…………………　平成27年３月31日

④　効力発生日　……………　平成27年６月29日

⑤　配当の原資　……………　利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成26年４月１日　至平成26年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

  （単位：千円）

 卸売事業 小売事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 7,460,790 696,989 8,157,779

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,527 － 2,527

計 7,463,317 696,989 8,160,307

セグメント利益 324,927 13,975 338,903

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　利益 　　　　　　金額(千円)

報告セグメント計 338,903

 セグメント間取引消去 966

 全社費用(注) △212,133

四半期連結損益計算書の営業利益 127,735

　(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 卸売事業
デジタルコン
シューマー事業

小売事業 合計

売上高     

外部顧客への売上高 4,534,519 2,842,299 748,429 8,125,247

セグメント間の内部売上高
又は振替高

- 2,658 - 2,658

計 4,534,519 2,844,958 748,429 8,127,906

セグメント利益 175,106 24,748 26,369 226,224

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

　　　　　　利益 　　　　　　金額(千円)

報告セグメント計 226,224

 セグメント間取引消去 -

 全社費用(注) △217,725

四半期連結損益計算書の営業利益 8,498

　(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
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３．報告セグメントごとの資産に関する情報

（子会社の取得による資産の著しい増加）

株式会社ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得しており、第１四半期連結会計期間より連結の範

囲に含めております。これにより前連結会計年度の末日に比べ、当第３四半期連結会計期間の報告セグメン

トの資産の金額は、「デジタルコンシューマー事業」において2,072,333千円増加しております。

なお、平成27年12月１日付で、同社を当社が吸収合併したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範

囲から除外しております。

 

４．報告セグメントの変更等に関する事項

（報告セグメントの追加）

株式会社ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得しており、第１四半期連結会計期間より連結の範

囲に含めたことに伴い、従来の卸売事業、小売事業に、デジタルコンシューマー事業を報告セグメントとし

て新たに追加しております。

なお、同社の四半期決算日である５月31日をみなし取得日とし、第１四半期連結決算日との差異は３ヶ月

を超えないため、第１四半期連結会計期間では貸借対照表のみを連結し、第２四半期連結会計期間から同社

の四半期決算日を基準とした四半期損益計算書を連結しております。

また、平成27年12月１日付で、同社を当社が吸収合併したため、当第３四半期連結会計期間より連結の範

囲から除外しております。

 

（企業結合会計基準等の適用）

「会計方針の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から「企業結合に関する会計基準」等を適

用し、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第１四

半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配

分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更して

おります。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、デジタルコン

シューマー事業で17,734千円減少しております。

 

５．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

株式会社ＣＳＭＥの全株式を平成27年６月１日付で取得しており、第１四半期連結会計期間より連結の範

囲に含めたことに伴い、デジタルコンシューマー事業において、のれんが増加しております。当該事象によ

るのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間においては164,315千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半

期純損失金額(△)
         21円46銭          △2円68銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会

社株主に帰属する四半期純損失金額(△)（千円）
101,641 △12,692

普通株主に帰属しない金額（千円）         － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利

益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)（千円）

101,641 △12,692

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,737 4,737

 (注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第３四半期連結累計期間については潜在株式が存在し

ないため、当第３四半期連結累計期間については１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

 該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年７月29日

株式会社シーエスロジネット

取締役会　御中

 

監査法人アヴァンティア

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士  木　村　直　人　印

 

 業務執行社員 公認会計士  藤　田　憲　三　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーエ
スロジネットの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成27年10月１
日から平成27年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年12月31日まで）に係る訂正
後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シーエスロジネット及び連結子会社の平成27年12月31日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
べての重要な点において認められなかった。
 
その他の事項
１．「四半期報告書の訂正報告書の提出理由」に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正してい
る。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して平成28年２月12日付けで四半期レビュー報告書を提
出している。

２．会社の平成27年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間
に係る訂正後の四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の訂正後の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によっ
て四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成28年７月29日付
けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成28年７月29日付けで無限定適正意見を表明
している。

 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

 

（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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